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○障害のある外国人の子供に係る支援の充実【新規】 

 言語、母国の教育制度や文化的背景や家庭環境に留意し、適切に障害

のある外国人の子供の就学先の決定が行われるよう、地方公共団体への

周知を行うとともに、就学先の相談に当たって多言語化に対応した翻訳

システムの活用を推進する。 

 特別支援学校等においても、日本語指導補助者や母語支援員等の配置

に努めるほか、特別支援教育、日本語指導の担当教師が、それぞれ日本

語指導、特別支援教育についても学ぶことのできる研修の機会等の充実

を図る。 

 あわせて、発達障害の可能性のある外国人の児童生徒に対する学校に

おける合理的配慮の提供について実践研究を行い、その成果を普及す

る。また、子育てや就学に関する相談窓口等について外国人の保護者も

対象に分かりやすく積極的な情報発信に努める。〔文部科学省〕 


